
国立医薬品食品衛生研究所競争的研究資金等の不正使用の把握及び調査並びに

内部監査に関する細則 

 本細則は、国立医薬品食品衛生研究所競争的研究資金等の取扱いに関する規程第１２条第２

項及び同第１５第２項に基づき、当所の職員等に係る不正使用に関する情報の把握、調査の

実施、内部監査の実施及び懲戒に関し、必要な事項を定めるものである。 

第１章 不正使用の把握及び調査 

（定義） 

第１条 不正使用とは、競争的研究資金等を「補助金等に係る予算執行の適正化に関する

法律」（昭和３０年法律第１７９号）、「厚生労働科学研究費補助金取扱規程」（平成

１０年厚生省告示）、「科学研究費補助金取扱規程」（昭和４０年文部省告示）及び当

該競争的研究資金等に係る交付要綱等に定める規定に違反して使用する行為又は使用し

ようとする行為をいう。 

２ 職員等とは、職員、非常勤職員、労働者派遣契約により派遣された者、その他当所に

おいて研究業務に従事する者をいう。 

（通報窓口） 

第２条 不正使用の疑いに関する通報（「告発」を含む。以下同じ。）窓口は総務部総務

課（以下「総務課」という。）とする。 

（通報の方法） 

第３条 通報の方法は次のとおりとする。 

(1) 総務課職員との面談

(2) 郵便   （「国立医薬品食品衛生研究所総務部総務課」宛） 

(3) 電話   （０４４－２７０－６６０８） 

(4) 電子メール （tsuho＠nihs.go.jp）

（通報の受理） 

第４条 総務課職員は、当所内外から当所職員に係る不正使用の疑いに関する通報を受け

たときは、「通報記録」（別紙様式１）にその概要を記録し、総務課長に報告しなけれ

ばならない。 

第５条 総務課長は、前条の規定により不正使用の疑いに関する通報を受けた場合には、

その内容について速やかに最高管理責任者に報告しなければならない。 

第６条 総務課長は、「通報記録」を厳重に管理しなければならない。 



（調査） 

第７条 最高管理責任者は、不正使用の疑いに関する通報について報告を受けたときは、

通報の受付から３０日以内に通報の内容の合理性を確認し、調査の要否を判断するとと

もに、当該調査の要否を配分機関に報告する。また、報道や会計検査院等の外部機関か

らの指摘による場合も同様の取扱いとする。 

２ 最高管理責任者は、調査が必要と判断された場合、調査委員会を設置し、調査を実施

する。 
３ 調査委員会の委員は、外部有識者（弁護士、公認会計士等）を含むものとする。なお、

外部有識者は、機関及び通報者、通報の対象となった者と直接の利害関係を有しない者

とする。 
４ 調査委員会は、不正の有無及び不正の内容、関与した者及びその関与の程度、不正使

用の相当額等について調査・認定する。 
５ 調査委委員会は、調査の実施状況について、必要に応じ最高管理責任者に報告すると

ともに、調査結果について、速やかに最高管理責任者に報告しなければならない。 

６ 最高管理責任者は、調査委員会が調査している間、必要に応じて、調査対象となって

いる者に対し、当該研究費の使用停止を命ずる。 

７ 委員及び調査に携わった者は、調査の内容その他職務を通じて知り得た秘密を漏らし、

又は自己の利益のために使用してはならない。 

 

（配分機関への報告及び調査への協力等） 

第８条 最高管理責任者は、調査の実施に際し、調査方針、調査対象及びその方法等につ

いて、配分機関に報告、協議しなければならない。また、調査の過程であっても、不正

の事実が一部でも確認された場合には、速やかに認定し、配分機関に報告する。 

２ 前項のほか、配分機関の求めに応じ、調査の終了前であっても、調査の進捗状況報告

及び調査の中間報告を配分機関に提出する。また、調査に支障がある等、正当な事由が

ある場合を除き、配分機関から当該事案に係る資料の提出又は閲覧、現地調査等を求め

られたときは、これに応じるものとする。 
３ 最高管理責任者は、通報の受付から２１０日以内に、調査結果、不正発生要因、不正

に関与した者が関わる他の競争的研究資金等における管理・監査体制の状況、再発防止

計画等を含む最終報告書を配分機関に提出する。期限までに調査が完了しない場合であ

っても、調査の中間報告を配分機関に提出する。 

 

（調査結果の公表等） 

第９条 最高管理責任者は、不正が行われたと認定した場合は、速やかに調査結果を公表

することとし、公表する内容は、不正に関与した者の氏名・所属、不正の内容、当所が

公表時までに行った措置の内容、調査委員の氏名・所属、調査の方法・手順等を含むも

のとする。ただし、合理的な理由がある場合は、不正に関与した氏名・所属などを非公

表とすることができる。 

２ 不正を行った者が当所との労働者派遣契約により派遣された者である場合は、支出負

担行為担当官にこれを通知し、当該契約の解除等必要な措置を講ずるものとする。 



 

（通報者への通知） 

第１０条 顕名による通報の場合にあっては、原則として、受け付けた通報に基づき実施

する措置の内容を、通報者に通知するものとする。 

 

（通報者等の保護） 

第１１条 職員等は、通報者及び第７条に規定する調査に協力した者に対し、不利益な取

扱い又は報復的な行為を行ってはならない。 

２ 職員等は、通報の対象となった者に対し、誹謗中傷等の行為を行ってはならない。  

 

第２章 内部監査 

 

（内部監査） 

第１２条 内部監査は、会計書類に対する確認のほか、競争的研究資金等の管理及び経理

の体制が適切に整備されているかについても十分留意してその実態を把握し、必要な是

正指導を行うことにより不正使用の発生を防止し、競争的研究資金等の適正かつ効率的

な運営・管理に寄与するため、最高管理責任者は定期又は随時に内部監査を実施しなけ

ればならない。 

 

（監査責任者） 

第１３条 内部監査を実施する責任者として、監査責任者を置く。 

２ 監査責任者は総務課長とする。 

３ 前条に規定する内部監査は、監査責任者のほか、総務課長補佐、その他事務職員のう

ちから最高管理責任者が指名する者をもって構成する監査チームにより実施するものと

する。 

 

（対象） 

第１４条 内部監査は、職員が使用する全ての競争的研究資金等に係る研究事業を対象に

行うものとする。 

 

（種類） 

第１５条 内部監査は、定期監査及び臨時監査の２種とする。 

２ 定期監査とは、次条に定める実施計画に従い実施する監査をいう。 

３ 臨時監査とは、最高管理責任者が必要と認め指定した事項について実施する監査をい

う。 

 

（監査計画） 

第１６条 監査責任者は、毎年度当初に当該年度の内部監査の実施計画を作成し、最高管

理責任者の承認を受けなければならない。 

２ 内部監査の実施計画に記載する事項は、次のとおりとする。 



 (1) 監査方針 

 (2) 監査項目 

 (3) 監査期間  

 (4) 監査対象事案 

 (5) 監査方法 

 (6) その他必要な事項 

 

（監査事項） 

第１７条 内部監査は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。 

 (1) 関係法令、規程等の遵守状況 

 (2) 研究資金の執行の状況 

 (3) 研究資金の管理及び経理の体制に関する事項 

 (4) 現金出納に関する事項 

 (5) 物品管理に関する事項 

 (6) その他必要と認められる事項 

 

（監査の実施通知） 

第１８条 最高管理責任者は内部監査の実施に当たり、統括管理責任者、競争的研究資金

等経理責任者、総務部業務課、その他関係者に対し、監査の実施期日、監査担当者名そ

の他必要な事項をあらかじめ文書で通知するものとする。 

 

（報告） 

第１９条 監査責任者は内部監査の結果について、最高管理責任者に文書をもって報告し

なければならない。ただし、特に緊急を要する重要事項については、直ちにその概要を

最高管理責任者に報告し、その指示を受けるものとする。 

 

（結果に対する措置等） 

第２０条 最高管理責任者は、内部監査の結果、是正等を要すると認めた事項については、

統括管理責任者、競争的研究資金等経理責任者及び関係部署の長に対し、必要な措置を

講ずるよう指示するとともに、講じた措置及びその結果について期限を定めて報告を求

めるものとする。 

２ 最高管理責任者は、前項に掲げる内容において不正使用が確認された場合には、当該

競争的研究資金等の配分機関に報告し、その対応について必要な協議を行うものとする。 

３ 最高管理責任者は、前項に掲げる場合においては、当該内容を任命権者に通知しなけ

ればならない。ただし、不正使用を行った者が当所との労働者派遣契約により派遣され

た者である場合は支出負担行為担当官にこれを通知し、当該契約の解除等必要な措置を

講ずるものとする。 
４ 最高管理責任者は、第１項に掲げる内容において調査が必要と判断した場合には、第

１項の規定にかかわらず、必要に応じ、第７条第２項から第７項に準じた取扱いをする

ことができる。 



 

第３章 懲戒 

 

（懲戒） 

第２１条 第１章に規定する不正使用に関する事実関係の調査又は第２章に規定する内部

監査の結果、違法行為等が確認された場合の当該違法行為等を行った者に対する懲戒等

については、国家公務員法等関係法令に基づき任命権者が厳正に対処するものとする。 

２ 前項による不正の内容が、私的流用など行為の悪質性が高い場合は、刑事告発や刑事

訴訟を含め対処するものとする。 

 

第４章 その他 

 

第２２条 本細則に定める規定の運営にあたっては、研究機関における公的研究費の管

理・監査のガイドライン（平成１９年２月１５日文部科学大臣決定）及び同ガイドライ

ンを準用する平成２６年３月３１日厚生労働省大臣官房厚生科学課長決定の取扱いに則

して行うものとする。 

 

 附 則 

 この細則は、平成１９年１１月９日から施行する。ただし、第１３条から第２１条まで

の規定については、平成２０年４月１日から施行する。 

 

 附 則 

 この細則は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

 附 則 

  この細則は、平成２６年５月３０日から施行する。 

 

 附 則 

 この細則は、平成２７年３月１日から施行する。 
 
 附 則 

 この細則は、平成２９年４月１８日から施行する。 
 
附 則 

 この細則は、平成２９年１１月１日から施行する。 
 
附 則 

 この細則は、令和３年９月２７日から施行する。




